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表の凡例 

 

・望ましい方向・・・・・↑ 高い方が望ましい値。 

　　　　　　　　　　　　↓ 低い方が望ましい値。 

　　　　　　　　　　　 
・中 央 値・・・・・値を小さい順に並べたときに，中央に位置する値。 

　　　　　　　　　　　　全国 1,388 の水道事業体の値の中央値を記載しています。 



 
1 

水道事業ガイドラインとは 

水道事業における施設の整備状況や経営状況等を総合的に評価するため，全国の水道事業体共

通の業務指標を規格化したものです。平成 17 年１月に社団法人日本水道協会によって制定され，

東日本大震災を受けた耐震対策の強化や水道関係法令の改正などにより平成 28年３月に改正さ

れました。 

平成 28 年３月に改正された水道事業ガイドライン（社団法人日本水道協会規格 JWWAQ100）に

基づき，水道事業全般の全 119 項目について業務指標（PI）を算定したので，その結果の概要を

お知らせします。全体の算定結果については，別冊の「【全体版】令和５年度業務指数（PI）」を

ご覧ください。 

 

業務指標の構成 

業務指標は，「Ａ 安全で良質な水」・「Ｂ 安定した水の供給」・「Ｃ 健全な事業経営」の三つに

分類されます。 

 

Ａ 安全で良質な水　水道水の安全性をより一層高め，良質な水道水を供給する。（17 項目） 

Ｂ 安定した水の供給　いつでもどこでも安定的に水道水を供給する。（57 項目） 

Ｃ 健全な事業経営　健全かつ安定的な事業経営を継続する。（45 項目） 

 

業務指標の活用について 

各水道事業体のおかれている条件等は様々な違いがあるため，単純に比較することはできませ

んが，業務指標を用いてその水道事業体の特徴や問題点を把握することはできます。また，年次

的な業務の推移や，水道事業の現状を分析，水道サービスの更なる向上や経営の効率化を図るう

えでの，将来目標の設定などにも有効です。 

経営に関する情報の一つとして，業務指標をお客さまへ公表することにより，水道事業の透明

性の向上を図ってまいります。 
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Ａ　安全で良質な水　 

水道水の安全性をより一層高め，良質な水道水を供給する 

 

 

 

 

 

 

A101 平均残留塩素濃度 

 

算出式 ： 平均残留塩素濃度（mg/L） ＝ 残留塩素濃度合計 / 残留塩素測定回数 

 

水道水の安全及び塩素臭（カルキ臭）発生に与える影響を表しています。水質基準で，お客さ

まのご自宅の蛇口で残留塩素濃度 0.1mg/L 以上を満たす必要があります。塩素臭の発生を減少さ

せるには，この基準を満たしつつ，なるべく小さな値にする必要があります。 

塩素臭が気になる方は，冷蔵庫や氷などで冷やすと塩素臭を抑えることができ，おいしく飲め

るようになります。また，５分程度沸騰させると，塩素を取り除けます。塩素を取り除いた水は

消毒効果がなくなっているので早めに使い切ってください。 

 

A102 最大カビ臭物質濃度水質基準比率 

 

算出式 ： 最大カビ臭物質濃度水質基準比率（%） = （ 最大カビ臭物質濃度 / 水質基準値 ） × 100 

 

ご家庭へ届けられた水道水において，カビ臭物質濃度の最大値が，水質基準値に対してどのく

らいの割合であるかを表しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※水戸市では，水質の管理体制として，水道水質検査結果の精度と信頼性を第三者機関から客観

的に保障される「水道ＧＬＰ」の認定を取得しています。これからも安全・安心な水道水の提供

に尽くしていきます。 

番号 業務指数（単位）
望まし

い方向

R3 

年度

R4 

年度

R5 

年度

R4 年度

中央値

A101 平均残留塩素濃度（mg/L） ↓ 0.43 0.37 0.37 0.35

A102 最大カビ臭物質濃度水質基準比率（%） ↓ 50.0 40.0 40.0 10.0

水戸市では，平成 14 年度に，初めてカ

ビ臭が発生しました。このため，水質検査

頻度を増やし，原因となる藻類の繁殖状況

を把握し，ダム湖水を効率的に循環させる

ことにより藻類の繁殖抑制に努めていま

す。また，カビ臭物質は，臭いの原因とな

る物質であり，健康への影響はありませ

ん。

楮川ダム
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A401 鉛製給水管率 

 

算出式 ： 鉛製給水管率（%） = （ 鉛製給水管使用件数 / 給水件数 ） × 100 

 

給水件数に対する鉛製給水管使用件数の割合を示すもので，鉛製給水管の解消に向けた取組み

の進捗度合を表しています。数値が低いほど鉛製給水管の解消が進んでいることになります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 15 年４月に厚生労働省において，鉛濃度の水質基準が１Ｌあたり 0.05mg 以下から，0.01mg

以下に改正されました。水戸市では，この基準値以下で配水していますが，鉛製給水管を使用し

ているお客さまは，長期間留守にしたあとや，朝一番の使い始めには，バケツ一杯程度の水を飲

用以外へ使用していただくことで，より安心して利用していただけます。 

 

平成３年度から鉛製給水管解

消事業を開始し，鉛製給水管から

ポリエチレン管などへの更新を

進めています。全国の中央値と比

べ，高い値をとっていますが，早

期解消に向け，計画的に取組みを

進めています。 
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Ｂ　安定した水の供給 

いつでもどこでも安定的に水道水を供給する 

 

B110 漏水率，B112 有収率 

 

算出式 : 漏水率（%） = （ 年間漏水量 / 年間配水量 ） × 100 

有収率（%） = （ 年間有収水量 / 年間配水量 ） × 100 

 

漏水率は配水量に対する漏水量の割合を表しています。漏水はきれいにした水の損失だけでな

く，エネルギー損失，給水不良，道路陥没などの事故にもつながり，大きな損失となってしまい

ます。 

有収率は，配水量がどの程度収益につながっているかを表しています。有収率は 100%に近いほ

ど良いとされ，漏水量を削減することで有収率の向上を図ることができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

漏水防止対策としましては，定

期的な調査により漏水箇所を特

定し，給水管等の速やかな修繕に

取り組んでいます。漏水率は全国

の中央値と比較すると高い値と

なっています。 

有収率は，漏水率と相反するか

たちで増減しており，全国の中央

値と比較すると高い値となって

います。 
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B503 法定耐用年数超過管路率 

 

　算出式 : 法定耐用年数超過管路率(%) 

 = （ 法定耐用年数を超えている管路延長 / 管路延長 ） × 100 

 

管路の延長に対する法定耐用年数（40年）を超える管路の割合を示すもので，管路の老朽化や

更新の取組み状況を表しています。管路の老朽化が進むと，漏水や濁水等の発生リスクが高まる

ので，計画的に管路を更新していくことが必要となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B504 管路の更新率 

 

　算出式 ： 管路の更新率(%) = （ 更新された管路延長 / 管路延長 ） × 100 

 

管路の延長に対する更新された管路延長の割合を表しています。数値が大きいほど管路が更新

されていることを示しています。 

 

 

 

全国の水道施設の多くは高度経

済成長期に整備されたものである

ことから，水戸市の値についても，

全国の中央値と同様に増加傾向に

あり，老朽化が進んでいる実態があ

ります。 
　一方で，適切な維持管理にも努め

ており，法定耐用年数を超過しても

問題なく使用できる管路もあるこ

とから，この指標は必ずしも「安全

でない管路」の割合を示すものでは

ありません。

年度により，更新率に変動があり

ますが，「水戸市水道事業における

アセットマネジメント（資産管理）」

に基づき，重要度・優先度を考慮し

ながら，安定給水の持続に向け，計

画的に管路の更新を実施していま

す。 

※令和５年度の値である 0.27%から

単純計算すると、全ての管路を更新

するのに約370年かかると推定され

ます。 
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B602 浄水施設の耐震化率 

 

　算出式 : 浄水施設の耐震化率(%) = （ 耐震対策のされた浄水施設能力 / 全施設能力 ） × 100 

 

全浄水施設能力に対する耐震対策が施されている浄水施設能力の割合を示し，地震災害に対す

る浄水処理機能の信頼性・安全性を表しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B604 配水池の耐震化率 

 

　算出式 ： 配水池の耐震化率(%) 

= （ 耐震対策の施された配水池有効容量 / 配水池有効容量 ） × 100 

 

 

全配水池容量に対する耐震対策の施された配水池の容量の割合を示すものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計画的に耐震化を進めた結果，配

水池の耐震化率は概ね 100%となっ

ており，全国の中央値と比べ高い値

となっています。 

水戸市は楮川系と開江系の二つ

の処理系統となっています。それぞ

れの浄水施設の耐震化を進めてい

ますが，処理系統の中において一つ

でも未耐震化施設が含まれる場合，

その系統の浄水施設は耐震化され

ていないものとされ，令和４年度ま

では耐震化率が０%となっていまし

た。 

令和５年度は開江浄水場の耐震

化が完了したため，値が上昇してい

ます。
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B606-2 基幹管路の耐震適合率 

 

　算出式 ： 基幹管路の耐震適合率 

= （ 基幹管路のうち耐震適合性のある管路延長 / 基幹管路延長 ） × 100 

 

基幹管路（導水管・送水管・口径 300mm 以上の配水管）の延長に対する耐震適合性のある管路

延長の割合を示すもので，管路の布設された地盤条件などを勘案して，耐震性能が評価された管

種・継手を含めた指標です。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

B611 応急給水施設密度 

 

　算出式 ：応急給水施設密度（箇所/100km2） = 応急給水施設 / （ 現在給水面積 / 100 ） 

 

100km2当たりの応急給水施設数を示すもので，震災時などにおける飲料水の確保のしやすさを

表す指標の一つです。全国の中央値と比べて低い値となっていますが，緊急遮断弁を備えている

配水池３池のほか，応急給水施設となる耐震型循環式飲料水貯水槽を令和５年度現在10基（茨城

県所有の１基を除く）設置しています。 

 

 

 

基幹管路の耐震適合率は，年々増

加しています。 

令和４年度末までに基幹管路の

耐震適合率を 50%にすることを目標

に耐震化を進め，目標は達成しまし

たが，今後も安全・安心な水道水の

提供のため，耐震適合率の向上に取

り組んでまいります。

 
番号 業務指数（単位）

望まし

い方向

R3 

年度

R4 

年度

R5 

年度

R4 年度 

中央値

 B611 応急給水施設密度（箇所/100km2） ↑ 5.1 6.0 6.0 9.2

 B612 給水車保有度（台/1,000 人） ↑ 0.0075 0.0075 0.0075 0.007

50.4 53.0 54.6 55.8 56.8

29.8 30.9 31.3 32.3
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B612 給水車保有度 

 

　算出式 ：給水車保有度（台/1,000 人） = 給水車数 / （ 現在給水人口 / 100 ） 

 

　 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

給水人口 1,000 人当たりの給水保有

台数を示すもので，事故・災害などの

緊急時における応急給水活動の対応性

を表す指標です。 

現在２ｔ給水車１台，４ｔ給水車１

台，合計２台を保有しています。

４ｔ給水車
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Ｃ　健全な事業経営 

健全かつ安定的な事業経営を継続する 

C102 経常収支比率 

 

算出式 ： 経常収支比率 

 = ｛（ 営業収益 ＋ 営業外収益 ） / （ 営業費用 ＋ 営業外費用 ） ｝ × 100 

 

経常費用が経常収益によってどの程度賄われているかを示すもので，水道事業の収益性を表す

指標の一つです。値が高いほど経常利益率が高いことを示し，これが 100%未満であることは，経

常損失が生じていることを意味しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C112 給水収益に対する企業債残高の割合 

 

　算出式 ： 給水収益に対する企業債残高の割合 = （ 企業債残高 / 給水収益 ） × 100 

 

企業債残高の規模を示すもので，適切な投資規模や経営に対する影響を推し量るための指標の

一つです。 

  
給水収益に対する企業債残高は，全

国の中央値と比べ高い値をとってい

ますが，令和２年度には給水収益が増

加したことにより，およそ 1割減とな

りました。 

将来にわたり安定的に水道水を供

給するため，令和元年度に経営戦略を

策定し，期間中の企業債借入額を償還

金の 127.5％とすることとしました

が，中長期的には，企業債残高の低減

を図れるよう，計画的な借り入れを行

ってまいります。 

効率化・経営健全化に向けて取組

んでまいりましたが，アセットマネ

ジメントに基づく計画的な水道施

設更新を進めるため，令和２年度に

水道料金の改定を行いました。その

ため，給水収益が増加し，経常収益

も増加しましたので，経常収支比率

が大きく改善され，全国の中央値を

上回りました。 

令和５年度は減価償却費等の影

響により，前年度と同水準となりま

した。今後も引き続き経営の合理化

に最大限の努力を図ってまいりま

す。
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C116 １か月 10m3 当たり家庭用料金，C117 １か月 20m3 当たり家庭用料金 

 

口径が 13mm の場合に１か月 10m3，20m3 使用した際の水道料金を示し，契約者の経済的利便性を

表す指標の一つです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和５年４月現在，水戸市の水道料金は茨城県内の市町村の中では５番目に低い水準となっていま

す。また，茨城県内の給水人口５万人以上の市の中では４番目に低い水準となっています。今後もアセ

ットマネジメントに基づく計画的な水道施設の更新や経営状況の把握を行い水道料金水準の定期的な

検証を行ってまいります。

令和５年４月１日現在の口径 20mm で 20m3 使用した場合の水道料金
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(円）

※茨城県内の給水人口５万人以上の市との比較 
（令和５年４月１日現在，消費税及び地方消費税を含む）

993 1,100 1,100 1,100 1,100

2,643
2,915 2,915 2,915 2,915

0
500

1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500

R1 R2 R3 R4 R5

水戸市の水道料金

10m³の水道料金 20m³の水道料金

(円)
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C401 広報紙による情報の提供度 

 

　算出式 : 広報紙による情報の提供度（部/件） = 広報紙などの配布部数 / 給水件数 

 

給水件数に対する広報紙などの発行部数の占める割合を示すもので，お客さまへの事業内容の

公開度合を表す指標です。市民に水道事業に関する知識と理解を深めてもらうため，年に２回，

７月，11 月に広報紙を発行しています。 

 

 

 

 

 

 

                                
 

 

 

C501 モニター割合 

 

　算出式 ： モニター割合（人/1,000 人） = モニター人数 / （ 現在給水人口 / 1,000 ） 

 

現在給水人口に占めるモニター人数の割合を示すもので，お客さまとの双方向コミュニケーシ

ョンの推進度を表すものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 
番号 業務指数（単位）

望まし

い方向

R3 

年度

R4 

年度

R5 

年度

R4 年度 

中央値

 C401 広報紙による情報の提供度（部/件） ↑ 1.3 1.3 1.3 -

 C501 モニター割合（人/1,000 人） ↑ - 0.071 0.072 -

毎年，水道モニターを募集し，お客さまの要望

などの把握に努めています。モニター会議での意

見交換をはじめ，アンケートやレポートによって

水戸市の水道事業について様々な視点から意見を

いただいております。水道モニターを通じて，よ

り一層お客さまの視点に立った事業運営を目指し

ます。

意見交換会の様子


